
１．概要

①交付申請
　1．宣誓書
　2．身体障がい手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の写しを添付
　3．代理人場合は代理記載人届出書も添付

②投票用紙、投票用封筒の交付（郵便等により配布）

③投票用紙の送付
　※備付けの返信用封筒にて送付
　※投票用封筒にしっかりと封入
　　しているかご確認お願いします。

※郵便等に不在者投票を行う方へ、郵送による対応となるため投票日（2月8日）までに本村選挙管理員会に到着す
るように郵送して下さい。
不明な点がありましたら伊是名村選挙管理委員会までご連絡ください。

申請人又は代理人による投票

伊是名村選挙管理委員

※返信用封筒（レターパック）

郵便等による不在者投票に係る衆議院議員総選挙等の対応について

体が不自由等で自宅から出ることが出来ない選挙人（以下選挙人という。）による、
令和8年2月8日施行の第51回衆議院議員総選挙の投票に関する取り扱いについて、以下のとおりに行います。

重傷者


